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国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
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る
法
律
案
（
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法
第
二
九
号

（
衆
議

）

院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
不
法
な
連
れ
去
り
又
は
不
法
な
留
置
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
子
を
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
返
還

（

「

」

。
）

、

す
る
こ
と
等
を
定
め
た
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約

以
下

条
約

と
い
う

の
締
結
に
伴
い

そ
の
的
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
我
が
国
に
お
け
る
中
央
当
局
を
指
定
し
、
そ
の
権
限
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
子
を
そ

の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
迅
速
に
返
還
す
る
た
め
に
必
要
な
裁
判
手
続
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
子
の
返
還
及
び
子
と
の
面
会
交
流
に
関
す
る
援
助

１

子
の
返
還
及
び
子
と
の
面
会
交
流
に
関
す
る
援
助
を
行
う
中
央
当
局
を
外
務
大
臣
と
定
め
る
。

２

子
の
返
還
及
び
子
と
の
面
会
交
流
に
関
す
る
援
助
に
つ
い
て
、
そ
の
申
請
方
法
、
子
の
住
所
等
を
特
定
す
る
た
め
の
手

段
、
援
助
の
決
定
の
要
件
、
子
の
個
人
情
報
に
関
す
る
取
扱
い
等
を
定
め
る
。

二
、
子
の
返
還
の
裁
判
手
続
等
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１

子
の
返
還
事
由
及
び
返
還
拒
否
事
由
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
条
約
に
則
し
た
要
件
を
定
め
る
。

２

子
の
返
還
申
立
事
件
の
管
轄
裁
判
所
を
東
京
家
庭
裁
判
所
及
び
大
阪
家
庭
裁
判
所
に
集
中
し
、
非
公
開
で
審
理
を
行
う

こ
と
と
す
る
。

３

子
の
返
還
申
立
事
件
の
審
理
や
裁
判
等
に
関
す
る
所
要
の
手
続
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
調
停
や
和
解
に
よ
る
解
決
を
図

る
た
め
の
手
続
規
定
を
設
け
る
。

４

裁
判
手
続
中
の
出
国
禁
止
命
令
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
子
の
返
還
の
具
体
的
な
執
行
方
法
等
に
つ
い
て
定
め

る
。

三
、
そ
の
他

条
約
上
必
要
な
規
定
を
設
け
る
。

四
、
施
行
期
日
等

こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
さ
れ
た
不
法
な
連
れ
去
り
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
不
法
な
留
置
に
は
、
適
用
し
な
い
。


